
 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊の痕跡情報（第２報） 
 

令和７年１１月７日に万葉公園で熊の痕跡が確認されたことから、痕跡のあった周

辺エリアを閉鎖しておりましたが、その後新たな痕跡等が確認されていないため、閉

鎖を解除します。 
 

１．解除日時 
 令和７年１１月２１日 １２時 
 
２．これまでの経過 
 ・令和７年１１月７日、西部農林水産振興センター及び益田市が公園内を確認した

ところ、やすらぎの家から南に向かう遊歩道沿いの樹木に比較的新しい熊の痕跡

（爪痕）を一か所確認したため、痕跡のあった周辺エリアを閉鎖（エリア内のやす

らぎの家、和風休憩所、万葉植物園、野鳥の森、石の広場を含む）のうえ、監視カ

メラにより確認を行うとともに、園内のパトロール強化及び注意喚起を実施。 
 ・その後、現在まで新たな痕跡等は確認されていない。 
 
３．今後の対応 
・万葉公園では、園内のパトロール強化及び注意喚起を継続 
・石見空港では、注意喚起看板の設置及びパトロールを継続 

 
４．その他 
 今後状況変化があった場合には、情報提供を行う。 

令和７年１１月２１日 

 島根県土木部都市計画課 

 担当：桑谷・安達 
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島根県土木部港湾空港課空港整備室 
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